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別紙 1

第一類医薬品

(1)薬31'''･法第 14条の4第 1項第 2号に規定する厚生労仙大臣が指示する医薬品

であって､同号に規定する厚生労働大臣が指示するIg]F.1ミ]に 1年を加えた-1別間を経

過していないもの

(2)瀧LJT-法第 14条節 81罰第 1号に該当するものとして承認 され､同法苅 79条

第 1項の規定に韮づき､測道販売の承認の条件 として当該札沼を受けた肴に対し

製造版元後の安全性に関するllJ.A.]在を英))'BするiL迄務が跳せられている医兆晶 (その

製造版売の水認のあった日後調査期日日を経過しているものを除くo)と有効成分､

分JIFr･:､用法､用EL辻､効稚､効火等が同一性を有すると認められる医鶏Li晶であって､

aL.135=.滋務が.li火せられている医非晶のうち､訓裾期日Mこ1年を加えたjLJ]F."日を経過し

ていないもの

(3)TJIらねずみ､はえ､蚊､のみその他これらに類する生物の防除のために虻用

されることが目的とされる医非晶のうち､人の身体に直接使用されることのない

もの (ぷ如又は倒非に限る｡)

(4)下表の ｢告示名｣11･)'･‖こ掲げるもの､その水和物及びそれ らの塩頬を有効成分

T Lて含有する製剤

告示名 別名等

1 アシクロビノレ

2 アミノフィリン

3 イソコナゾ-ル 硝酸イソコナゾ-ル

4 ジエチルスチルベストロール

5 ジクロルボス○ただし､プラスチック板に吸爪させた殺虫剤 (ジクロルボス5%以下を含有するものを除

く○)に限るD

6 シメチジン

7 ストリキニーネ 硝酸ストリキニーネ

8 チキジウム ` 臭化チキジウム



10 テス.トステロン

ll テス トステロンプロピオン酸エステル プロピオン酸テス トステロン

12 トラネキサム酸.ただし､しみ (肝斑に限るC)改善
薬に限る○

13 ニコチンoただし､貼付剤に限るo

14 ニザチジン

15 フアモチジン

16 ミコナゾ-ルoたたし､臆剤に限るC

17 ミノキシジル

18 メチルテス トステロン

19 ヨヒンビン 塩酸ヨヒンビン

20 ラニチジン 塩酸ラニチジン

荏)｢告示名｣欄中の有効成分は､その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記

したものであること｡また､特に記了はがない限り､それらの光学異性体､立体

輿性体及び構造異性体を含む表記であることo


